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ている。「思春期精神保健対策専門研修会」
については、平成１９年度からコ・メディカル
を対象としたアドバンストコースを設けている。
平成１７年度から、厚生労働科学研究で「犯

罪被害者の精神健康の状況とその回復に関す
る研究」を３年計画で行っており、これらの
研究を踏まえて研修内容の改善などを今後検
討していく（P４１23「重度の PTSD等重度ス
トレス反応の治療等のための高度な専門家の
養成及び体制整備に資する施策の検討及び実
施、犯罪被害者に係る司法関連の医学知識と
技術について精通した医療関係者の在り方及
びその養成のための施策の検討」参照）。
また、国立精神・神経センター精神保健研

究所においては、平成１９年１月、精神科医療
機関、精神保健福祉センター、保健所に勤務
する医療従事者に対し、犯罪被害者等への適
切な対応を行うために必要な基本的知識と初
期対応の修得を目的とし、第１回「犯罪被害
者メンタルケア研修」を実施し、２２年１月に
は第４回を実施した。同研修は、犯罪被害者
やその家族の置かれている現状、基本法や基
本計画の概要、関連する司法制度、犯罪被害
者等への初期対応といった内容から成り、３
日間の研修に１９名の医療従事者が参加した。

⒄ 民事訴訟におけるビデオリンク等の
措置の導入
平成１９年６月２０日に成立した「犯罪被害者

等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法
等の一部を改正する法律」により、「民事訴
訟法」が一部改正され、民事訴訟において、
犯罪被害者等を証人などとして尋問する場合
に、付添い、遮へい、ビデオリンクの各措置
をとることが認められた（平成２０年４月１日
施行）。
平成２１年１月から同年１２月までの間に、証

人尋問などの際に付添い、遮へい、ビデオリ
ンクの各措置が実施された回数は、それぞれ
７回、１０２回、１４回であった＊１０。

《基本計画には盛り込まれていないが、基本
法・基本計画を踏まえ、平成１８年度以降新
たに実施しているもの》

⒅ 女性被害者への配慮
海上保安庁において、性犯罪などに係る女

性被害者の捜査の過程において受ける精神的
負担を少しでも緩和するために、女性海上保
安官による事情聴取や付添いなどを行うこと
としている。

第３節 刑事手続への関与拡充への取組

１ 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等（基本法第１８条関係）
《基本計画策定以前からの施策で、基本計画
策定後も引き続き実施するもの》

⑴ 公判記録の閲覧・謄写の機会の付与
従来より、「犯罪被害者等の保護を図るた

めの刑事手続に付随する措置に関する法律」
に基づき、犯罪被害者等から損害賠償請求な
どの正当な理由に基づき刑事事件の訴訟記録
の閲覧・謄写の申出があり、相当と認められ
るときは、刑事事件の係属中であっても、裁

判所は、申出をした者にその閲覧・謄写をさ
せることができるものとされていた。
平成１９年１２月２６日から、閲覧・謄写の範囲

が拡大されている（P６２⒄「公判記録の閲覧・
謄写の範囲拡大に向けた検討及び施策の実
施」参照）。
犯罪被害者等に公判記録の閲覧・謄写をさ

せた事例の延べ数は、平成２１年１月から同年
１２月までの間に、１，３８３件であった＊１１。

（＊１０）最高裁判所事務総局の資料による。
（＊１１）最高裁判所事務総局の資料による。
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申し出のあった件数 認められた件数
意見聴取 １，７４７ １，６７６

記録の閲覧・謄写 ５，９６３ ５，８５９
審判結果等の通知 ７，０２９ ６，９８４

「少年法等の一部を改正する法律」（平成１２年）の実績

（注）数字はいずれも平成１３年４月１日から平成２１年１２月３１日までに裁判所に
申し出た人数である。

提供：法務省

⑵ 犯罪被害者等調査及び犯罪被害者等
への対応の充実
法務省において、仮釈放等審理やそれに関

連する調査、恩赦上申に際して、被害者感情
の調査を行い、適切な仮釈放等の許否の決定
や恩赦上申に努めている。
なお、仮釈放等審理を行うに当たり、「更

生保護法」に基づき、犯罪被害者等から申出
があったときは、その意見などを聴取してい
る（P６２21「犯罪被害者等の意見等を踏まえ
た仮釈放審理の検討及び施策の実施」参照）。

《基本計画において、「速やかに実施する」
とされたもの》

⑶ 犯罪被害者等と検察官のコミュニ
ケーションの充実
法務省・検察庁において、犯罪被害者等の

意見が適切に刑事裁判に反映されるよう、ま
た、公判期日の設定に当たっても、犯罪被害
者等の希望が裁判所に伝えられるよう、必要
に応じ、適切な形で、検察官が犯罪被害者等
とコミュニケーションをとることを、会議や
研修などの様々な機会を通じて、検察官など
への周知徹底を図っている。

⑷ 国民にわかりやすい訴訟活動
検察庁において、傍聴者などにも手続の内

容が理解できるように、難解な法律用語の使
用はなるべく避けたり、プレゼンテーション
ソフトなどを活用して視覚的な工夫を取り入
れたりするなど、国民に分かりやすい訴訟活
動を行うよう努めている。

⑸ 上訴に関する犯罪被害者等からの意
見聴取等
法務省・検察庁において、検察官が上訴の

可否を検討するに当たり、犯罪被害者等の意
見を適切に聴取するよう、会議や研修などの
様々な機会を通じて検察官などへの周知徹底
を図っている。

⑹ 少年保護事件に関する意見の聴取等
各種制度の周知徹底
法務省・検察庁において、検察官に対し、

会議や研修などの様々な機会を通じて、少年
保護事件に関する意見の聴取の制度、少年審
判の傍聴、記録の閲覧・謄写の制度、家庭裁
判所が犯罪被害者等に対し少年審判の結果な
どを通知する制度の周知を図っており、検察
官が犯罪被害者等に対して適切に情報提供で
きるよう努めている。また、犯罪被害者等向
けパンフレットに掲載し、一般国民に対して
も周知を図っている（P５５⑺「刑事の手続等
に関する情報提供の充実」参照）。

⑺ 刑事の手続等に関する情報提供の充実
法務省においては、平成２０年１２月に被害者

参加制度や少年審判の傍聴制度などの新しい
被害者保護・支援制度が実施されたことか
ら、制度の内容について理解していただくた
めに、新たに内容を充実させた犯罪被害者等
向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」を
作成した。パンフレットについては人身取引
などの外国人犯罪被害者等に対する支援体制
の確立に努めるため、英語版も作成している。
その他、犯罪被害者等向けDVD「もしも

…あなたが犯罪被害に遭遇したら」を作成し
ている。
パンフレットは、事情聴取をする際などに

犯罪被害者等に手渡すほか、検察庁や警察署
など関係機関の窓口に備え付け、法務省ホー
ムページ及び検察庁ホームページにも掲載し
ている。さらに、イベントなどで配布するな
ど、周知を図っている。
また、DVD「もしも…あなたが犯罪被害

に遭遇したら」は、全国の検察庁に配布し、
犯罪被害者等に対する説明に利用しているほ
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か、法務省ホームページ（YouTube 法務省
チャンネル）で配信している。
今後も、パンフレットを検察庁や警察署ほ

か関係機関に備え付けて国民一般に配布して
いくほか、必要に応じて、パンフレットや
ホームページの内容を更新し、各種制度の周
知徹底に努めていく。
・法務省ホームページ：「犯罪被害者の
方々へ」
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji１１．
html

・DVD「もしも…あなたが犯罪被害に遭
遇したら」

都道府県警察において、検視、司法解剖に
関する手続などを盛り込んだパンフレットを
配布し、遺族に対する適切な説明や配慮に努
めている。また、法務省においても、検察官
が、捜査段階から、捜査に及ぼす支障なども
総合考慮しつつ、必要に応じ、適切な形で、
犯罪被害者等に対し検視、司法解剖に関する
情報提供をしている。
また、「被害者の手引」の内容を充実させ

ている（P７１25「『被害者の手引』の内容の
充実等」参照）。

検視、司法解剖に関する情報提供の一例

提供：警察庁

犯罪被害者の方々へ

「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」

提供：法務省
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⑻ 捜査に関する適切な情報提供
警察庁において、被害者連絡実施要領や

「被害者の手引」モデル案（P７１25「『被害
者の手引』の内容の充実等」参照）に基づき、
被害者連絡が確実に実施され、犯罪被害者等
に対する適切な情報提供が推進されるよう、
都道府県警察に対する指導を行っている。
法務省・検察庁において、捜査段階から、

捜査に及ぼす支障なども総合考慮しつつ、必
要に応じ、適切な形で、犯罪被害者等に捜査
に関する情報を提供するよう、会議や研修な
どの様々な機会を通じて検察官などへの周知
徹底を図っている。

⑼ 交通事故捜査の体制強化等
各都道府県警察本部において、交通事故捜

査担当課に設置した交通事故事件捜査統括
官、交通事故鑑識官が、悪質な交通事故、事
故原因の究明が困難な交通事故などについ
て、組織的かつ重点的な捜査、正確かつ綿密
な実況見分・鑑識活動を行うとともに、交通
事故捜査の基本である実況見分などについて
の教育を強化している。
警察庁においては、交通事故捜査員に対す

る各種捜査研修を実施し、捜査員の能力向上
を図るとともに、交通事故自動記録装置を始
めとする捜査支援機器の整備・活用を進め、
迅速・的確な交通事故捜査を推進している。

⑽ 不起訴事案に関する適切な情報提供
法務省・検察庁において、検察官が、犯罪

被害者等の希望に応じ、不起訴処分の理由な
どについて丁寧な説明を行うことを、会議や
研修などの様々な機会を通じて、検察官など
への周知徹底を図っている。

⑾ 受刑者と犯罪被害者等との面会・信
書の発受の適切な運用
法務省において、平成１８年５月、これまで

原則として親族に限定されていた受刑者の面
会や信書の発受の相手方について、犯罪被害
者等も認めることとした指針を示し、その

後、犯罪被害者等と受刑者との面会が実施さ
れるなど、施設において適切な指導を行って
いる。

⑿ 犯罪被害者等の意見等を踏まえた適
切な加害者処遇の推進（保護処分の執
行に資する情報の収集等）
法務省において、保護処分の執行に資する

ため、少年に係る情報については、少年院に
おいて得られるものだけでなく、家庭裁判所
や保護観察所などの関係機関や保護者から得
られたものを、その都度少年簿に記載してい
る。平成１９年１２月からは、犯罪被害者等につ
いてより一層必要な情報の収集、記載ができ
るよう、少年鑑別所や少年院において被害に
関する事項を把握した際には、少年簿に具体
的に記載することとし、少年の処遇に携わる
職員が確実に情報の共有を図れるようにして
いる。

⒀ 犯罪被害者等の視点を取り入れた交
通事犯被収容者に対する更生プログラ
ムの整備等
法務省において、矯正施設に収容されてい

る加害者に対し、被害者感情を理解させるた
めのオリジナルビデオ教材などを活用した指
導、ゲストスピーカー制度の拡大など、「被
害者の視点を取り入れた教育」の充実に努め
ている（P４８⒃「再被害の防止に資する教育
の実施等」参照）。
また、刑事施設においては、必要な者には

義務付けて、犯罪被害者等の視点を取り入れ
た交通安全指導プログラムを実施している。

⒁ 矯正施設職員及び更生保護官署職員
に対する研修等の充実
法務省において、矯正施設職員について

は、矯正研修所が新規採用職員や初級幹部要
員に対して実施する研修の中に、科目として
「犯罪被害者の視点」を設けるなどとともに、
同じく上級幹部要員を対象とする研修におい
て、犯罪被害者団体などの関係者を講師に招
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くなど、犯罪被害者等の置かれている現状や
心情などの理解を深める研修の充実を図って
いる。
更生保護官署職員については、被害者担当

官及び被害者担当保護司を対象とした研修の
ほか、新任の保護観察官や社会復帰調整官、
指導的立場にある保護観察官を対象とした研
修などにおいて、犯罪被害者等施策に関する
講義、犯罪被害者遺族による講話、犯罪被害
者団体関係者や関係機関の職員、研究者など
の専門家による被害者心理や被害者支援に関
する講義などを実施している。また、それぞ
れの保護観察所などにおいても犯罪被害者等
の心理などに関する研修を実施している。

《基本計画において、「１～３年以内を目途
に検討の結論を得て、施策を実施する」と
されたもの（「１～２年以内を目途に実施
する」とされたものを含む）》

⒂ 犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与
することのできる制度の検討及び施策
の実施
平成１９年６月２０日に成立した「犯罪被害者

等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法
等の一部を改正する法律」により、「刑事訴
訟法」が一部改正され、裁判所から参加を許
された犯罪被害者等が、原則として公判期日
に出席できるとともに、一定の要件の下で、
証人の尋問や被告人に対する質問、意見の陳

述ができる「被害者参加制度」が創設され（平
成２０年１２月１日施行）、現在、法務省におい
て円滑な運用に取り組んでいる。
なお、平成２１年１１月末までに参加の申出が

なされた件数及び人員は、５５２件９２６名、その
うち、参加が許可された件数及び人員は、
５２２件８５０名である。
さらに、裁判所から参加を許された被害者

参加人につき、その資力が乏しい場合であっ
ても弁護士の援助を受けられるようにするた
め、裁判所が弁護士を選定して国がその報酬
と費用を負担するとともに、法テラスが弁護
士（国選被害者参加弁護士）の候補を裁判所
に通知する業務などを行うことについての所
要の規定を整備するため、法務省において、
平成２０年２月５日、「犯罪被害者等の権利利
益の保護を図るための刑事手続に付随する措
置に関する法律及び総合法律支援法の一部を
改正する法律案」を国会に提出した（同年４
月１６日成立、同月２３日公布）。これにより創
設された被害者参加人のための国選弁護制度
については（「被害者参加制度」と同じく、
同年１２月１日施行）、現在、円滑な運用に取
り組んでいる。
法テラスにおいては、国選被害者参加弁護

士制度開始を受け、国選被害者参加弁護士の
候補を指名し、裁判所に通知するなどの業務
を行っている（P５９ コラム４「被害者参加
制度の運用状況」参照）。


